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諸外国の保育(幼児教育〉制度に関ずる研究ーその 2

I 目 的

わが国の保育〈幼児教育〉制度のあり方については，

近年の急激な社会変動を通じて，現在あらたに検討すべ

き課題が示されつつあり，また保育制度と教育制度とが

併行fしている中で.乳幼児の保育及び幼児町教育に関す

る調和のとれた対応が望まれている。

このため， さまざまな背景や理念のもとにすすめられ

ている諸外国の保育・教育制度を比較検討し，その相違

点及び類似点・共通点を明確にすることによって，わが

国における今後の保育・教育制度の望ましいあり方を検

討する紫材とする。

E 方 法

前年度〈その1)においては，閤際的動向の概観なら

びにアメりカ， イギりス， フラ'_'7-、， スェムデ合，ソ

連，ハγガりーの欧米を主とする 6か闘について比較研

究を行tった。

今日年度くその2うにおいては，引き続き，欧州諸箇氏

加え，アジア.-'*セアュア諸国における保育・教育制度

の比較研究を行った。 ι 、

このうち，、北欧，西欧，東欧の諸国及び中国について

は，公刊されでいるもの，或いは当該国から入手したも

のを含め，図欝・文献J政府刊行物等の情報資料を入手

t，分析・検討を加えた。

その他のアジア，オセタユプ諸国については，図書，

文献等がきわめて不足ι?ているためJ直接各国の社会福

祉担当省庁関係者にアシケ戸ト調査を実施し，回答をう

けた障について，号の内容を基に分析・検討を加えた。

以上の方法によlり，今回対象とした闘はりぎの10か国

である。 v、 へ、 、F 、 、 一 、J

.、ドイツ連邦共和国〈西 v1ア〉ー ， 

・デン匂戸グ王闘 ¥に

・チ=コスロ」キア社会主義共和圏 、ヘ

r・ドイツ民主共和国〈東ドイツ) 'i， 

.ポーラ γ ド人民共和国

一・ユーゴスラピア社会主義連邦共和国

， 

研究第5部、網野武博、

共同研究者 3 門E'!，名子~υ太d 郎、ノ〈玉川大学〉

-中華人民共和国

・大韓民国 、

・フィりピン共和国

.シγガポール共和国

なお，このほか，イスラェル共和国におけるキプツに

よる就学前乳幼児の保育と教育に関する最近の資料を検

討した。 山

m 考 察刊行 J

L 保育・教育の意義と最近の動向

前年度の報告では，国際的動向と Lて保育・教育へめ

ユーズが増大していること，その背景として，主に次の

三点があることにふれた。(註〉

t①幼児期の発達の促進

@就学前教育の機会均等、、

③婦人労働力の確保l、 " 
今国対象とl;淀居4め資料ま19ω竿代の品のがち1978

年の最新のものまで，年代では広がりがある。じかじ，

欧州諸国のみならず， ζ中歯γ韓国などの東南アジア諸国

においても共通に保育ー教育へめ手ーヌが高く，その施

設数は不定じている。またどいわゆる開発途上国とよば
ιι 、 ι

れる国々や，東欧諸厨め斗商~;中国においてはi 乳幼児

の保健や栄養め確保I改善比関するユーズも高い。

さて，最近の動向のうち西ドイツを例にとりあげ事

と，上記の三つの背景をもちつつ，そのユーズへの対応、

とじては，つぎのようなi誌が特徴づけられる。:

第一に，西ドイツ民おいては，国連めデギ〆・ケア込に

関する定義一一「児童が家庭における正常なケアーを補

完すべき環境にある時に，日中のある部分児童をその家

庭から離してケアーするための組織され必サムピ火」

一二に沿ったすすめ方を重視じ宅いる。即ち可能な限り

家庭を基盤'1:1.-; <~歳以1:.の幼児についても，あそま守
も家庭におけるケアーを補完守るもの寸話通と羊る考亮
方?である。 、 : -' .' • ~ ." ¥ ".'.，:--;い

第二に，一方，保育を必要とする乳幼児や幼児教背め

重要性にてらして，保育・教育を実践す'"段階宅はド、児

童保育セゾターなどによるd統合的な機能を強他吉昔で
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いる。さらに1970年に連邦教育審議会が教育体系に関す

る新しい構造計画量発表1.-.この中で基礎教育段階〈幼

稚園〉と初等教育段階(初等学校〉の移行措置に関して

1985年までの長期計画が示された。 5歳の終りから義務

教育とする考え方であり，現在，焚否両論が出されてい

る中で，学校移行幼稚顕などが一部試行されている。

〈註〉参考・ UNESCO"Wor1d survey of pre-school 

educatioo" 1976に示される就学前教育の目標の順

位

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(6) 

(6) 

(7) 

知的発達及び社会化

初等教育への準備

身体的発達

養育的機能

言語の発迷

情緒

道徳及び信仰・宗教

2. 保育・教育制度の型〈第 l図-.1; 3) 

今回対象とした国々の保育・教育制度の型を，行政上

の所管，対象となる児童及びその年齢によって大別する

と，次のとおりである。

刷所管分離型

行政所管は，保健・福祉省系統及び教育省系統に区分

され， さらにニつの型に分かれる。

(1)-i 所管分離・年齢区分型

対象にカ叫、わりなく，低年齢幼児は保健・福祉省系統

が，高年齢幼児は教育省が担当する。これにはチェコス

ロバキア及びポ{ランドが該当する。

(1)-ii 所管分離・対象区分型

年齢にかかわりなく，要保育乳幼児は保健・福祉省系

統が，幼児教育は教育省系統が担当する。これには，韓

国， フィリピγ，V'yガポーノレが該当する。また日本の

場合もこの型に該当する。

(2) 所管統合型

いずれかの省庁が，保育・教育の所管を統合して担当

する。さらにこれは三つの型に分かれる。

(2)ー i 保健・福祉省担当型

これには，デソマークが該当する。

(2)ーii 教育省担当型

これには，東ドイツ，ユーゴスラピア，中国が該当す

る。ただし，ユーゴスラピア及び中国については，保育

所及び託児所に関する行所所管が不明な点があるが，教

育省系統で統合して所管していると思われるので，ここ

に古めた。

(2)ーiii 背少年省担当型

これには，西ドイツ〈背晶、年家庭省〉が該当する。

以上，前年度〈その1)及び今年度〈その 2)を通じ

で指摘されることは，わが閣のような所管分離・対象区

分型が必ずしも一般的であるとはいえず，従来から文最

近においても，就学官官の保健・福祉・教育の告施策が統

合してすすめられている国は比較的多いとということで

ある。その中でも特徴的なことは，所管統合保健・福祉

省担当型が北欧諸国に，また所管統合教育省担当型が東

欧・社会主義諸国に多くみられるということである。ハ

ンガりー，チaコスロパキアは，教育省担当型には含ま

れないが，乳児及び低年齢児を対象とする託児所に対し

ても，教育省の側の教育カリキaラム導入の意向がみら

れる。さらに所管統合背些年省担当型に入る西ドイツに

おいては，連邦政府の所管と各州レベルの所管ではやや

呉り，州政府では，背少年局，内務局，社会福祉局，教

育局など多様である。

一方，東南アジア諸国においては，イギリスあるいは

日本と同じく，所管分離・対象区分型に該当する国が多

し、。

乳幼児の保育・教育に関するニーズに対応するため，

必ずしも，所管統合に至ちなくとも，保健・福祉・教育

の各政策がより有効に機能することが認められていると

いえよう。

3. 保育・教育施設の種類〈第 l図ー 2)

諸外閣の施設には，わが閏の保育所・幼稚園に相当す

る施設と，字句通りには解釈できない施設とがある。

とくに. 3歳以上の幼児を対象とする施設でいわゆる

Kindergartenと呼ばれるものや，保育センターと訳さ

れるものの中には，保育及び教育のすべてを包含して用

いている国々もみられる。したがってその国の制度や体

系を十分に考慮した上で，名称を理解する必要があろ

う。

4. 対象と年齢及び保育形態〈第1図-4. 5) 

今回対象とした国々には，所管統合型が多かったた

め. 3歳以上の幼児については要保育児を優先し， した

がって，就学前教育のみを目的とするところは少なかっ

た。

所管分離年齢区分型のポーヲ Y ドにおいては，就学前

の1年間は可能な限りすべての幼児が通園できるよう，

実質的に義務教育に準じた方法がとり入れられている。

また，所管分離・対象区分型の多い東南アジア諸国で

は，いわゆる保育所的性格のものと幼稚園的性格のもの

とは区分されているが，双方ともまだ十分には普及して

いない段階である。このうち，韓国においては. 1978年

の実施規程の改正によって，ヂイ・ケア・セγターで可

能な限りあらゆる児童を対象とした保育がすすめられる
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保育・教育制度の体系第 1図

2 3 
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こととなった。

いずれにじtも，各国の実1車hらうかがえることは，

要保育児を優先じつつも"保育・教育を併骨文符号例が

比較的多わといえよう。なお，就学の時期は，チェヨ，

東ドイツ，西ドイツ，梅園が6歳の時点，その他の国々

は6歳半乃至T歳の時点である。¥、い戸

つ〆ぎに 3歳未満児に対する保育をみると，東欧諸国，

中国では生後 2~. 3か月乃歪 1濃かιのλ所が通例であ

る。むしろ，北欧諸国が乳幼児縫育における社会的機能

の重要性を考慮してゆ O歳児保育E実施じているまうに

恩われる。また，フィリピ1においでは，保育の主要な

目標が幼児の栄養改善にあり，このため対象施の年齢閣

は2歳以上からとしている。開発途上国の保育の一例と

して参考とな弔うが

児の数は非常に限られtわるとhえよう。

C註〉資料から得られたt ζろでは..前年度，今年度の

ノ 1 対象闘に限hず，就学前1年聞の保賓・教育施設'"

の大関〈所〉率は， ，北欧の'，~ウェーデ:/，並び、に酉

'I!l:のデラ〉ノス"やル、ギー，東欧のポプラ，<，及び/か

新国カ~，8.o%以上と商い。

6 運営の財源〈第 1表ー(2))

制度上は，国及び地方自治体が:_M_i振の一部 f約20%-

80%以上ヨ:乃至全部を負担L花いるが，、公費負担が主で

ある場合，.J;1J生成東欧諸国におい点、保説者は給食費

のはか，、保育費ロ7手し1て1も?眠不に応Eて負担:す7る例が多

いるまた逆に食撲のみ園が全額負担してい!る例(?河 p

)!V.)がある。

西ドイツ日おい，ては，運営費の負担区分はつぎのよう

つぎに保育形態では，保育・教育の機能を併せもって Kなっている。 一.
いる場合は言うまでもなく主とιt保育の機能を;もって

いる場合でも，短時間がら 1日あるいは寄宿制まで，き

わめτ柔軟な保育形態がみられる乙とである。換言すれ

ば，施設の保育形態作児童をあわせるのではなく，児童

や保護者の保背ェーズJに施設があわせてし、く方法が多〈

の闘でとられ丈い志'0'0 ~ -' 

なお，東ドイツでは午前6時以前，午後71時以降の保

育は認められていな附句、.'¥、

5. 保育・教育施設の設置状況占f第 l悶7，6及び第 1

表ー(1))

今回対象となった国為のち Iちょ北欧及ひ東欧諸国にお

いては公立の施設が多恥が，同;，t:所管統合型的闘でも西

Kイツすきは私立 C宗教団体立);が多い。

また，わが国と同じように所管分離・対象区分型の制

度にある国々〈東南アジア諸国〉では保育所的性格の施

設は公立が，訂幼稚園的性格の施設は私立が主だあるとい

えるか

設置・巡営の主体が限られているものと ιては，アソ

ヵ・ポ【ノレ C託児所は f孔て国立)，ユーザスタ，t1'(例

外的な品のを除き，すベ主地区人民委員会立3の例があ

る。 ~

最近の設置状況のひとつの特徴として，保育・教育施

設が母親の職場や工場ではなく，家庭の居住地域中巧設

けられていることがあげられる。

ところで，冒頭にあげた保有・幼児教育のェーズに対

応するものとして， 晶閣の保育・教育施設の充実状況及

び利用児童数を参考に比較する必要があるが， .十分な資

料がなく"最新の数字を示すことができなかった〈註〉。

今回対象とした国々のうち，とくに東南ア泣ア諸国は

就学前の時期に保育・教育の機会を与えられている乳幼

設霞者負担 33li%、l

保護者負担 26%% 

閣の助成 20%人

州の助成 、:20%，:、、
" 

連邦国の性絡から，各州が比較的独自に助成費可基準

を設けている。その基準は々が固と同様に詳細であ若よ

たとえば， Nordrhein.Westfalen州での助成費の例を

第 l表ー10ー刷工l'.'173):'切基準によtり舞出した例は次

のとおりとなる。む

o 3グループ編成れ定員90人の幼税園

(1) 在滞者数からミ J 、

，: 114;:40 Ii M X 90人=10.296.00DM

帥保育室 (2oIIi).:がら" 750，'86， 

け (8) 遊戯室から ![::: '.1，354.80 

(4) 園児用設備から W..296.00 

総額 22，697.66'lIM. (約2，字23，700円γ
なお，東南アジア諸国においては，幼稚園の週蛍費に

関する公決補助の制度は普及じていない。

7. 保育ぬ方針〈第'，1表一朗3

(l)保育j/.. -;v:~:&占モめ定員 " 

今回対象とじた菌込て酬はJ フ 1-~'!) ピYを除き，年齢別

のグゾレープ・学級編成を行っている。グノレ-'->:1の児誼め

定員は，年齢やグループの種類にかかわりな、〈一定のも

の(東ドイツの場合，1!fループ18，人が原~IJ ，<Z< リピン

の場合1グループ30人が原則〉と，.年齢に応じて定員が

変化するものに分かれて肘る。低年齢児<(乳児乃室 2蔵

程度〉の場合ーの定員は， :10.人乃至 20人，ま之、1となっ点お

り，主に3歳以I上の幼児島2るいは幼稚園の場合の定員は

30人のと之ろが多い。しかし西ドイツにおし~;-Qお 20人

が基準でおり，州によっては15人の場合もあるが:ぉ
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(幻保育・教育担当職員〈第 1表一朗〉

保育・教育を担当する職員では，岡本の保母あるいは

幼稚闘教諭に該当する職員の養成体系はかなり相違して

いるが，高等教育程度以上の専門学校，養成学校卒業の

資務を有することが条件となっている国が殆どである。

チェヨスロバキアにおいては，保健婦が乳児及び低年

齢児の保育者の中心となっでいる。

これらの職員の定員については，ユーゴスラピアの突

情が不明であるが，他の9か国をみると，児童と職員の

比は，乳児が5乃至6: 1， 3歳未満児8乃至10:1， 

3歳以上児あるいは幼稚困児10乃至20:1 (デγマーク

が10:1，中国，チェコが 15・1.ポーラ γ ドが 15-

18: 1，西ドイツが15-20・1，綿国，シγガポールが

20: 1)となっている。ポーヲ γ ドは託児所(3歳未満〉

の職員定員は 6: 1であり，東ドイツ及びフィリピγ

は，年齢にかかわりなく前者は18.:1，後者は30:1が

原則となっている。

なお，保育・教育を担当する者は，いずれの園におい

てもほぼ女性が占めているが，制度あるいは償例上女性

に限られている国としては，チ~コ，ユーゴスラピア，

中国， シYガポーノレがある。

(3) 保育・教育方法

UNESCOの調査及び今回の対象国の資料によれ

ば，東欧諸国の多くや中国において課業主義，教科主義

など集団を中心とした保育・教育をすすめている傾向が

みられる。一方，西ドイツでは，フレーベル，モンテッ

ソーりなどの伝統的な方法も強く残っているが，比較的

児蛍中心主義，自由保育の傾向がみられる。

デシマーグにおいては，集団よりも個人中心の保育が

行われている。

斡園，シγガポーノレでは米国，英国のt事務が強くみら

れる。

ところで中国における保育・幼児教育の特徴は，最近

わが国においても比較的知られるようになってきた。き

わめて広大な国土と人口をかがえ，社会体制の異なる中

国の実態を正確に理解することは困難であるが，とくに

強調されている特徴を参考にあげるならば，つぎのよう

な点である。

(1) 託児所，幼稚園を通じて，日銀中心，指導者〈保

育者，教員〉中心であること。児童の側の意志，選

好や選択が制限される傾向があること。

(的活動の内容が，個別指向ではなく集団指向である

こと，その内容は指導者と児童集団という関係が主

であり，児童は同時に同じことを行ってはいるが，

協同活動，チーム・ワークという児童相互聞の集団

指向はあまりみられないこと。

削以上のような点を背景として，児童はよく統制さ

れ，規律がみられi従順である。注意集中力があ

り，集団活動〈踊り，合唱など〉にすぐれている。

その反面，自発性，個性があまりみられず，創造

や課題解決などもあまりみられない。個人的活動，

知的活動〈言語，読書〉が年齢相応にみられない。

仙攻聖書，組野，自己中心，拒否，緊張，不安などの

反社会的，手l'社会的行動が殆どみられない。また欧

米の文化や社会体制で通常みられる攻撃傾向の性差

が明瞭でない。依存性，恐れに関する性差もないと

いわれている。

帥保育，幼児教育の過程でみられる年齢層での相

述，即ち 3歳以下の静的で，抑制されたはにかんだ

態度と 4歳以上の表現監かで動的，活動的で社会

適応の宇ぐれた言動，態度の著しい対比は何を意味

するのか，教育学的，心理学的に注目されている。

帥託児所を経験したこども，幼稚園の段階から預け

られたこどもの行動，性向の相違は，幼稚闘通圏中

に次第に消失Lていくと報告されており，託児所，

幼稚園を経験せず，家庭で養育されていたこどもと

の比較が一方で注目されている。

ところで，悶じように乳幼児期からの集団保育を特色

とし，約70年の歴史をもって，イスラ z ルの一部ですす

められている制度にキプツがある。キプツについては，

わが国でも色々と紹介されているが，イスラェルにおけ

る保育・幼児教育の制度とも異なるキプツにおける乳幼

児期の養育とその特徴に関する新ιい文献を中心に簡単

にふれ，集団保育・集問養育に関するもうひとつの例を

対比して参考としてみたい。

キプツにおける乳幼児の集団保育は.生後すぐに同年

代のこどもの中で縫育されながら，両親やきょうだいと

の家庭生活にも参加する。その養育は，基本的には，乳

児の家 (0-18か月)，年少幼児の家 (18か月-3歳)，

幼稚園 (3歳-7歳つで行われ，その間両親，きょうだ

い，保育者，仲間との深いつながりの中で育っていくよ

乳幼児湖におけるキプツの養育目標はつぎのよlうなも

のである。

(1) 幼ないこどもの精神的欲求を満たすこと。家族，

教育者，そして仲間などに対する親密さと愛着を育

てる。

(2) 物を識別する能力の育成〈人の良い，怒いという

識別ではなく，人の違いを識別する態度〉。

(3) 多数の集団，組織〈家旋，教育者，仲間〉という

枠組内での社会化の獲得，これによる集団，組織に
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対するアγ ピバレシスの状態を弱める。戸般的な攻

撃感情の批判や人間関係などの社会化の訓練。

制運動機能，認識及びー般的知能の発達。

これらを通してキプツの養育目標のひとつである，こ

どもたちの家及びキプツ社会に存在することの満足感の

獲得，そしてキプツの考え方.習慣.抱負，人生におけ

るそデル，規則に対する批判的精神を維持じた固執へと

導く。

キプツにおける生活を通して，乳幼児期における特徴

としては，つぎのような点があげちれる。

(1) キプツにおいては，年少幼児期から，共存感と共

有感による動機づけが商い。 r自分のものJという

より， r自分たちのもの」という意識が高い。

(2) キプツ内では，社会全体の価値観と現実状況が集

団の社会的統制jに反映している。幼児の集団内での

協調，集団聞での競争が特徴としてあらわれる。

(3) キプツの混合幼稚濁 (3歳-7蔵の全年齢を総

合〉では，自由で，活動的，社交的な雰閤気がしば F

Lば指摘され，カリキ aラム，プログラムはそれ程

体系づけられておらず，両親がこどもの生活の中で

積極的な役割を果たしている。

帥 キプツにおける集団保育に関L従来から母子問

の稀薄イじ知覚や情緒の発達の障害などについて懸

念されてきたが，今日まで個々の問題に関する研究

は十分には進められていない。しかし，キプツのこ

どもたちの発速に関1.-，望ましくない結果のみられ

る研究はi叫量的少ない。.

今回対象とした国々の状況は以上のとおりであるが，

国によっては資料の入手が困難なため，内容的に比較的

旧いものとなった部分がある。また，社会，経済，文化

的背景が異なっていることから，わが国とまた各国相互

に一律には比較することはできない函が多くあることを

附記する。

なお，この研究の一部は厚生科学研究により行ったも

のである。
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②幼稚園

教員は， 2歳から 7歳までの幼児の

保育・教育に関する養成機関 (9か年

の初等学校終了後各市町村の教育文化

担当委員会により選抜された女子のみ

が入学を許可される〉の4か年課程を

終えた女性がその資格をもっ。最近大

学においてその養成が行なわれてきつ

つある。

教員は 1グループ (30名〉を午前，

午後交代して保育・教育する。

灘
区
議

¥ 

運営費と保護者負担|

給食費を除き，すべて国家負担であ|①保育の方針

る;l)t，詳細は不明。 I園の保体教育計画に基づく保育を

重視しており，とくに幼稚園におLて

は，課業中むの保育カ吋Tわれる。
②保育時開

通常午前6時半~午後7時半

@ グJレープ編成

、乳児 1 ん

下 1グループ15名←
l歳--'1歳洋j 九 M 

l 歳~2歳 1 山
f 1グループ20者

2歳-2歳3かJlJ い

3歳以上 1....ループ30名マ

@保育内容 f 

上記の保育の方針に基づき，各年齢

毎に習得水準が定められている。した

がって l歳の段階から日課として個別

または少人数グループによる課業が行

われる。

第 1表ー1

B幼稚園設置数

古い資料 (1961-c 1962年〉によれ…

ば，全国で6，947，在籍幼児数304，328

人となっている。ごのうち，公立が殆

どで，企業立は 247.となっているふ

託児所と幼稚園はj)}I)のと主ろでは、

なく.同ーの場所に併置される傾向が

みられる。

託児所の設置状況では， 90%が居住

地域に設けられ，残りの10%が工場内

などに設けられている。

チ zコスロノミキア社会主義共和国

置戸状 況| (3) 保育の方針〈方法と内容〉(2) 設(1) 
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| ∞保育の方針(方法と内容〉

①保育方針

社会主義者教育を基盤と lしている

が，とくに標準や袈綱はなく，非常に

多様な保育方法や課業がとり入れられ

ている。【、
②保育時間

託児所は通常6:00-18: 00の12時

間開設，季節保育所は 5-12時間，ナ

ース y-・スタールは 5-12時間〈小

学校鴻設ナース 9'":"" .スクールは 5時

間〉開設している。

運営費と保護者負担(2) 況

ポーヲ γド人民共和国

状置設(1) 

国の財政負担の割合が非常に高い。

①託児所

年聞の国家予算 (1973年の例)10億

3.000万ズロチ(約92億7..000万円〉

児童1人当りの保育費は月平均950
ズロチ〈約8.550円〉

このうち保護者の負担は7%.-....12%

である。

③保育内容

詑居所においては.1. 身体的健康

(健康診査を重視〉と発育 2. 心理

的発達を， "'7ースりー・スタールにお

いては全体的発逮一一1)安全・衛生，

2)生活・文化 3)身体活動一ーを主

眼と Lた内容を重視Lている。

②，ナー、スりー・スクール

児意1人当り年間約5.400ズロチ

〈約4万.8.600円〉

保護者の魚担は月 60-750ズロチ

〈約 540円""6..750円]である。

② ナースリー・スクール (1973年〉

設殴数 9.331 
利用児童数 606.000人
この他すべての就学前児のための保

育.教育施設の設置数は約30.000.利

用児盤数は 3-6歳までの全児童数の

47.6% (都市部51.4%.郡部44.1%)
約1.026.000人である。この中には障

害幼児のための施設86. 利用児童数

4.746人が含まれている。
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国
一
骨
欝
昨
総
司
割
滞
部
首
湖

灘
区
潜

大純真国

(1)設 置 状 況 (幻速営費と 保 護 者 負 担 (3) 保育の方針(方法と内容〉 (4) 職 員

(1978年〉 ① デイ・ケア・セ Yター ①保育の方針 ① デイ・ケア・セ γターの職種

|設置数|児鰍
0建設費 1978年の「実施規程」が改正され， 1 保育教諭

公・私立ともに設医者負担。 可能な限りあらゆる児童を対象とした ii 調理員

デイ・ケア・ |州 665
0運営費 保育をすすめることが打ち出された。 山管理職員

セγター
国は総額，児童 1人あたり月約$25 iv パート・タイム保母

( 所 幼 稚 閤 |内 ω1
(6，250円〉の約20%を補助する。 @保育時間 v その他

その内容は児童 1人あたり月に食費 デイ・ケア・セシターは全日制，幼

管
$2.00 (約500円)，現金 $3.00(約 稚園は半日制を原則とする。 @資絡

その他の施設としては，季節デイ・
750円〉 保育教諭は，次の資格要件を満たし

分
ケア・センタ戸，地域セソター及v'児 ③ グループ編成 ていなければならない。

童福祉セ γターのデイ・ケア・プログ
保護者は家計の状況に応じて，費用 同年齢グループ方式 a 単科大学で社会福祉文は社会学，

ラムなどがある。
を負担する。負担額の上限は月 $14 教育学，心理学，保育学，家政科，

離 〈約3，500門〉 @保育内容 医学等関連諸学を専修した者

. 保護者負担が免除されているケース -睡眠の観察ぜチ :t:.'Y? b 上記以外を専修した単科大学卒業

対
は全体の20%。 -自由遊び 後 1年の実務経験又は 1か月の訓練

-騒眠 を終えた者

象
② 幼稚関 カリキュラム c 短期大学卒業後3年の実務経験又

保護者から保育裂を徴収する。 生活 は3か月の宙線を終えた者

区
遊び d 高校卒業後 5年の実務経験又は 6

健康 か月の訓練を終えた者

分
社会 e 7年の実務経験又は 8か月の訓練

言語 を終えた者

型〉
音楽

自然 こどもと保育教諭の比

美術 3歳未満 10: 1 

3歳以上 20:1 
， 

@保育室の基準

3歳未満児童 1人当り 1.65nf以上

3歳以上児童 1人当り2.48nf以上

第 1表-3
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カ
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資

必

件
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'

条

司

が

が

背

る

点

保

れ

の
さ
一
次

駿(4) 

①保育の国間

i 保育に欠けるとくに栄養上の問

題のある乳幼児に対する充足と安

全 J 〆

ii 栄養改善と身体的，知的発遠

山人間関係の機会提供

lV、創造性の発逮

v 社会化 F 

運営費 と保護者負担

デイ・ケア・セγターに関する運営

費等の基準はない。

設置者と保護者との話しあいにより

決められる。

栄養改善を目的とする給食について

は，国が費用を負握する。その額は児

童1人当り年間720ベソ〈訂;24;50O円〉
である。

(2) 況状置設(1) 

〆向、

所

i 心身ともに健康であること

11 最低給与で勤務に応ずること

iii こどもに愛情があり，こども好
〈二十

きであること 、

<i>，運営

各地域の行政担当者，住民， .保護

者，保育者の相互援助体制で保育がす

す的ちれている。

、

管

分

縄

問
{
分

タ

に
γ
回

セ

2

1

の
，
後

対

午
司
'
一
。

育
〆
前
う

保

午

行

の

で

を

り

〉

育

と

人

保

ひ

ω
目

員

半

@ デイ・ケア・セYターの設備器準

i 1セγターの定員は30名

11 活動商積は児童1人当り 2-nf，
1セシター60nt 、

III つぎのコーナーのうち最低4つ

の=ーナーを設ける、

遊び・家庭生活・地蔵生活・美

術，工芸，作業・音楽・図書・科

学・休けい，し食事、 、

、
/ 

一-<- _ .  

" 少、
九 "〆，

j 、、一←

就学前の保育教育施設には，

デイ・ケア・センター

私立学校附属保育学級

幼稚園

児童養護施設デイ・ケア・サービス

がある。

このうち，デイ・ケア・セγターが

1973年以降急速に増加しτいる。

設置数 リ

公立 2，118 
私立、 1;507

計 3，625(l97T年6月)，

人
人

7
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2-2;5時間

2.5-3時間

@保育時間

2-3歳児

4~6歳児

号
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員いL竺況状陸設-
国立託児所の場所

①職種とその資格

国立託児所の場合

政府は児童 1人当日額S$6.50(632 

円〉を負担する。

就学前保育・教育施設には

託児所〈国立のみ〉

国
一
骨
務
時
総
司
草
浦
湾
首
咽
哨

灘
区
海

所長あるいはスーパーパイザー験

資格 a 社会福祉に関する専門

教育を受けた学士

b 上級教員免許状取得者

文は同等の資格者

上級社会福祉士補

保育に関する主任職

資格 a 社会福祉補として 5年

以上の職務経験者

b 普通教員免許状取得者

文は同舎の資格者

社会福祉士補

専任保育駿

資格 a 中等学校文は官立学校

P 卒業者

w 福祉補助員〈女性のみ〉

保育の補助駿

とくに資格はない

@職種別定数

1 社会福祉士

11 

円J面 下保護者負担|仙保育の方針(方法と内齢

国立託児所司場合

①保育時間

全日制......・午前7時~午後 5時

[午L 宵

半面倒;.，jkZ車長時~午後 2時

l 午後 2時~午後 5時

たたL全日制作場合でも土限は半日

② 討ループ。混成.♂

乳児グルムサ(記18か}ザW，)
年少幼児グルーデ仁三~3歳児〉
保育グループ (-4歳児〉

教育〆ループ (-6蔵児〉

保育料はっき'のニつに大別して定め

られている。

a 家庭の所得月額が基準場を超える

場合，保育時間で区分

保護者負担日額

全日 S $3.00 (292門〉

午前保育 S$2.00 (194円〉

午後保育 S$1.00 (97円〉

プレイ・グループ

私設託児所〈私立のみ〉

保育施設

幼稚閤

就学前児童センター

の6種類がある。

ハ
所

管

'
Q
 、してれp

り
、
ノ

け

月

設

9

所

年

品

M

，，
9
m
 

止

(

所

。
一ぃ、
P
B
V
 

託

な

立

ぎ
国
日
す

③保育カリキュラム

各グループ毎にカリキュラムが定め

られている。
111 

乳児グループのカリキ品ラムの例

成入との遊び・おもちゃ遊び・歩行

訓練!・探索〈把握，感覚〉

社会福祉士|副

上級社会福祉士補1 11 

社会福祉士補1 2 
福祉補助負』

計

1 

1 

40 

教育グル{プのカリキ品ラムの例

自由遊び〈プロック，買い物遊び，

手芸，劇あそび，屋外あそび).音楽と

運動・物語・出来事についての話し・

指導活動(読み，稽き，数の準備〉

@設備の器単

1 屋内遊蚊場児童 1人当り1.7m~ 
ii 屋外遊戯場児童 1人当り4.5rr1
山洗面設備児童12人に 1つ
IV 水洗トイレット 15人に 1つ

@ 幼児教育の方法

幼稚随，就学前児童セγターに於る

S $1.20 
(117円〉

S $0.50 

(48円〉

S $0.20 

託児所利用児童数

一一一下志
エ~. Jl I 

亙立主|
竺二三笠1
4歳-6歳|

L 

分

離

S$800-S $1.200 

所得月額が

S $500-S $800 

所得月額が

S $300-S $500 

所得月額が

':"'S $300 . (19円〉

家庭が公的扶助を受けている場合

は保有料は無料

対
官三

所得月額が|象

区

分

骨 1977年は S$1.200 (約116.700

円〉

b 母親が就労，病気などの場合家庭

の所得月額により区分

保護者負担日額

S $2.00 

(194円〉

型
υ 

31 41 51 

~I ~~I 101 保育方法ほフレーベノh デクロ 9. そ

γテッ Yリ等の方法を取Xれている。

音、 1
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①乳児保育所，保育所

9年制義務教育終了後，次の段階の

学校において 4年間の訓練課程を経た

ものが職員となれる。 3か年目学習及

び1か年の実習が諜せられる。現在141:

か所，費用はー切無料。 l'
こどもと職員の比

1.5歳未満 5 : 1 

1.5-3歳未満 8 : 1 

員職(4) 保育の方針〈方法と内容〉(8) 運営費と保護者負担

国庫補助 40%
地方自治体負担 30%
ナースリー・スターノレでは，親の収

入額を基準として入学を決定する場合

は，国廊補助20%.地方自治体15%

一第予表ニ6-ーデy守 iニニーグ主国ー一一一一 ←← 一千

|ω 設置状況|

① 乳児保育所

公立 123(定員 4.3必人〉
私立 1 (， 10人〉

(2) 

② ナースりー・スター)v. 幼稚園
、今一

2歳半から 7歳までの幼児教育を専

攻すき怠r，学伐空卒業以ものが，職

員となれるi。養成機関は3か年，学校

以国民昔まかなわ誌をおり，私立学校

り経費の65--:;8坊はE1路が均成v買い

る。この養成時教育省管館下にある。J
とど古と職員の比"10:'1 、

保育方法

民間団体の意

の傾向がみ色れ

いずれの場合札残余は保護者負担

〈原則〉

③幼児施設

公立 600(定員Z8.202人〉

私立 71(， 1.902人〉

1961年3月

'" 所
管

l①韻脚

lグループ低年齢児は15人以下，高

年齢児は20人以下

施設は母親の就労する場所よりも家

庭に近い地域が優先される。

統
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員

2. グループ指毒事員

3. 補助指導員〈早朝，夕方遅くのこ

どもの保護，監視及びFループ指導

員の補助〉

|ω 職

職員は

1.長

①保育時間

全日保育の場合，午後6時以前，午

後 7時以降の保育は認められていな

帥保育の方針〈方法と内容〉

し、。

② グループの編成

原則として年齢別編成。

。)運営費 と 保 護 者 負 担

給食費を除き全額国庫負担

① 保育所

平均年額幼児 I人当り 2，ωOM(約

32方 7，300円)，給食費は第 l子 1日

0.35M (約57円〉で，殺の収入額と同

胞数によって軽減され〈第2子は25%

第 3子は 50%軽減)，第4子からは無

料。

主」状

3歳以上の就学前教育施設は

公立幼稚園

企業立幼稚園

収獲期幼稚闘

置

週間児童ホーム

就学前ホーム

特殊幼稚閤

設

〈

所

固
い
骨
務
時
噛
開
城
期
滞
湾
首
糊

の3種で構成されている。

勤務時間は，閤長が週50時間以内，

指導員52時問。

通常 1グループ18人，場合によって

お人編成も可

の6種がある。
管

校
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均
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者

〈

男

育

後

た

保

了

L

終

格

③保育計画

② 幼稚闘

平均年額幼児 1人当り

650M (約10万6，400円〉
以上1965年〈νートも周年〉

1964年

414，100人

1955年

241，100人
308，900 

幼稚闘の状況

員

数

数
箱

員

定

在

教
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合
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言
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程
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わ

諜

育

行

別

教

教育，福祉のニ菌性を兼ね備えてお

り，日案は，教育学的，心理学的，衛

生学的見地にたって作成することとさ

484，700 
30，600 19，200 

教

1
8
1
 

灘
区
潜

ている。

れている。

日案の中には 1日2回課業が含ま

れる。課業は 1回約20-25分〈年少児

は15分〉と決められており，内容は自

育

然，社会，言語，芸術〈造形，音楽，

体育〉などからなり，義務教育での学

習べの態度を養成する。

省

担

当

謬
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|ω 設 置状況 1

1 各地区の人時員会が設置すること

が原則となっているが，設置状況は不

明。

保育者養成学校が三つの州に7校設

け。られてTる。入学資格~t ， 百年制の

初等学校終了者であり，養成課程の年

限は4年と 5年とがある。苅象は未婚

の女子のみ。

とのほか，成人のための基礎訓練課

程としての短期訓練コース (3年毎に

6由〉が設けられている。

員J(4) 職1 (8 保育の方針〈方法と内容〉

地方当局が負担す 1<1 保育時間J パ

通常4.-:-，15時間

③保育内容

自由遊びを主と1:-.聞に一斉保育

〈年少児15分程度，年長児30分程度1
が入る4

運営費と保護者負担

建物の財源は，

る。

験員の給与，備品，運営費などは，

人民委員会が負担することが原則とな

っているが，大多数の都市や村では地

方当局も負担している。

(2) 
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なお，すべての費用については園も

負担することとなっているが詳細は不

明。
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員

①託児所

中等教育或いはそれを受けていない

女性保育者によって保育される。採用

は，その人の気性，こども好き，養育

経験などを基に行われている。採用後

は業務見習いとして現任司練〈理論函

よりも突践面〉を受ける。

こどもと職員の比

-1歳半未満

l歳半以上

(心職

① 保育・教育の目的

母親の労働力の解放を援助L共働

きの親たちの育児上の障碍をとり除

き，幼児のあらゆる道徳的，知的，身

体的発迷を促進し，技能のすぐれた規

律ある人となるよう教育する。

多数の教員は中等教育卒業者であ

り，少数の教員が3年間の単科大学養

成採程を終了している。

文化大革命後，幼稚園が急増1.-，単

科大学で養成された職員の数は非常に

不足しており，労働者，農民，あるい

は教育を受けた背年が再雇用されてい

る。これらの教員に対しては 3-6か

月の特別訓練〈突践教育中心〉が行わ

E
M
甘
軸
時
砕
凶
同
司
顎
浦
部
諸
制
刷

6 : 1 

8 -10: 1 

幼稚園@ 

② 保育の方針

乳児及び年少幼児に対しては，保

健，栄養を重視する。年中，年長幼児

に対しては.知育，徳育，体育が系統

的に行われ，初等教育の霊要な準備段

階と考えられている。

「τilUI'111と保護者負担 | ∞保育の方針〈方法と内容〉

運営の財源は，設置者と保護者の負

担によるが，詳細は不明。

保護者の費用負担の例としては，

O半期 (6か月〉の保育費の負担

S元〈約 450円〉プラス

食費(1食0.3元ー約45円〉

01か月 5元(約 750円〉

などがある。

北京

託児所，幼稚園の設置数 2，000以上

目上海

幼稚閤

設置数

児童数

教員数

況

中圏全域にわたる設置状況は不明。

1，017 

105，000人

5，800人

状鼠設i
 

( 

所

|管

@ 保育時間

婦人労働力が著しく増大し，乳幼児

の保育・教育施設も増加したが，現在

においても，その数は非常に不足して

おり，また祖母などによる家庭内議官

が維持されているため，とくに農村部

においては，多くは家庭で養育されて

統

合

教
~ 

E毒
血

司書

親の労働の態様にあわせ，個々のこ

ども毎に柔軟な体制をとる。

④保育内容

いる。

上海の例では，就学前教育を受けて

いる幼児は，都市部で骸当年齢児の44

%.農村部で同じく22%といわれてい

育

省

れる。

こどもと職員の比 9 : 1 

乳児から年少児については静的な，

年中，年長児については動的な日課が

こどもと教員の比 15: 1 

多くは各グラス毎に教員2名が担当

1.-， 1日8時間労働で， 1名が主に午

前を他の 1名が主に午後を担当する。

組まれている。

幼稚園カ Pキュラムの典型的な例は

っき.のとおりである。

国語及び政治

算数

歌唱，舞踊

描画，絵画，美術

体育

生産労働

(以上1973年〉

る。
担
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教員は l週に半日の研修日がある。
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設 状 員況 | ω 運営費と保護者負担 | ω 保育の方針〈方法と内容) I ω 駿置

多くの場合，児童保育セシターの中

に幼児保育所，幼稚園などが含まれて

いる。

全国の統計は不十分であるが，幼稚

~I 闘のみをみると設置数約15， 000，入園

所|児数は該当年齢児の%を上回る約100

管|万人といわれている九

統| 全体の約慨が新旧キリスト教団体

lによって設置運営され， 25%が地方自

合|治体，企業体となっている。
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1 グループ数からの算出分

。幼稚園
1~2 グループ・ "125.20DM
3グループ以上ー ..114.40DM

0児童保育セYター
1~2'"ループ…。151. 20DM
3グループ以上・ー136.00DM

ii 部屋からの算出分

0幼稚園

15m'の保育室・・ー・ '375.60DM
25m'の保育室・ ....750.80DM
遊戯室・・ ..........1，354.80DM

O児童保育セソター
拡張計画....…・…1，190.80DM 

111 設備からの算出分

。幼稚園
1~2 グループ・ ..125.20DM
3グループ以上司ー 114.40DM

0児童保育セYター

1~2'"ループ……150目 16DM
Sグループ以上・・ "137.24DM

(DM.....約 120門〉

① 職種
1 教諭

" 保母
出看護婦
IV 助手〈実習生〉
このうち，教諭については， 1967年

のー般勧告により，保育土か福祉士
(Soziala~beiter) と呼び，文従来総称
として用いられていた背少年指導員は
社会教育土 (Sozialpadagog) と呼ば

れるようになった。
保母は. 0.......3蔵までの乳幼児の保

育にあたり，青少年指導員の下で職務
にあたっている。
@ 職員の養成

1 保育士・福祉士
10年間の普通教育及び 1年間の実習

を終えた後 3年課程の養成校に入学
し 2か年の学習 1か年の実習を経
て，資格が与えられる。(全国に114校〉

" 社会教育土
普通教育を経て高等専門学校文は特

殊高校の入学資格を得当その学校で 4
年課程 (3か年の学習， 1か年の実習〉
を経て資格が与えられる。学生の約1
割は学費免除。〈全国に18校〉
@職種別の構成

社会教育士・青少年指導員}52% 
保育士・福祉士 I 
保母 25% 
助手・実習生 23% 

@給与
(Nordrhein-Westfalen升j，1975年

の平均月額〉
施設長 2290目 11DM(257，000門〉
教諭 1925.73DMく231，000円〉
保母 1716.28DM(206，000円〉
助手 1532.74DM(184，000円〉
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